
議案第９ ９や

ぬのまほの指定管Ｊｌ者の指定について （ｔ人福祉センターゆづる

は荘）

地方 自治法（兄和 ２２ 年法律第 ６７ 号） 第２ ４４ 条の ２第 ３項に規定す る指

定管ミ者 として次のと おり 指定する こと について、回条第 ６項の規定に より、

議会 の議決を 求め る。

令和 ６年 １１ ナｊ ２１ 日を出

記

南あわじ市長　守　 本　憲　觚

１ 指定管理者に 管がＲを 行わせよ うと する ぬの施設 の先称

南あわじ市才人福祉セ ンタ ーゆづる は荘

２　 指定管ミ者と なる団体

所在逖　　 南あ わじ市賀集牛内６ ６２ 番竟３

名　 称　　 牛肖丿自 治会

会長 ｜

３　 指定の期 「氣

令和 ７年 ４ナｊ１ 日から令和９ 年３ 天ｊ ３１ 日まで





 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様八第トち伴第３粂関係）

指定管理者指定申 請書

Ｘ

指定を

受けよ

うとす

る団体

ネ　称 牛内 自治会

搴務所の

所在地
南あわじ市獸集牛内６ ６２ 番地３

瓏ミを行おう とす

る包の施設の名称
南あわじ市老太售祉センタ ー　 ゆづるは荘

添　 付　 言　類

笆　事業計画書

魑［蕩体の概戛説明書

ど団体の恬動実績售

□　 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

（半庇処理欄）



１

施設竡称 南あわじ市莞人福祉センタ ー　 ゆづるは荘

回体の概Ｓ

団体 ネ称 ：牛内自 治会

回体代表者： 牛｜ ｀１ 自治会長㎜
団体 概Ｗ：

・構成員 （自 治会役員）　 会長 １ネ、副会長 １名 （会計含む） 、隣４Ｋ ３ち

・人　 口（Ｒ６．５ Ｊモｊ末現在）１ ３３ 人、 女３７人 、計 ７０人

・世帯数 （Ｒ６． ５Ｊｊ末現在）　 ３２ 世帯

・ｉ白１齢化率（６５ ａぶ七）　 ４４Ｓ

２　 回体のほ動実績

Ｏｔ城高齢者の健康増進、 教養の「６１　ヒ、 休養」、びレクリ エー ショ ンのための活動

ＯＪ七城高前者に よる 環境保・ａｌ】（ 清ｊ４ほ動、 花植えな ど）

Ｏ地域Ｆｊｉ 高齢者と の連携した活動

○范該指定管ＪＩ施設の管Ｊｌｌｉ営（管ＪＩの代行）

・管珊亙：施鼈清掃、 軽微な補修、 鼈備機器等の４守圦検　など

・ぼ営私　：　范該施設の鼈置目 的を果たすた め、 ち該施ａ を拠ぷと して 、がｋ高齢者の

ふれあい と住Ｒの連帯亘識をまめる ためのを種会合の黶催やコ ミュ ニティ

活動 の実施　 など

３　 管ＥＥＩ をｆｉう 施設の事業き十画

１） 管Ｊ１運営の基本方針

鼈置目的である、 高齢者の健康増進唇、び教養の向七を図ると とも にレクリ エーショ

ンの場を提供する ため 、適止かつＦｊ滑 にミ営で きる よう に管理し てい く。

２） 管万遍営体制

牛鸚自治会組織（構成役員）を もっ て、 管七乱営 していく

３） 緊急時の巡絡体制

上記 ２） の体制におい て、 牛内 自治会長 を責任者 とし て、 市と の連絡調整を 図る

４） 設置 目的のための取り 組み

ヅ、該施設を拠点として、 地域高齢者のコミ ュニティ の醸成、 地域発展のためのコミ

ュニティ 活動に取 り組んで行く



南あ わじ市才人福祉セ ンタ ーの 管‾ミ運営に 関す る協定書 （案）

崔匹：南あわじ市老人鵑祉虍ンター　ゆづるぱＨＥ

所在肖１ ：南 あわ じ市賀集牛甄１６ ６２ 番丿加３

南あ わじ市（ＪＪ、下 「市」と いう 。） と牛 Ｆ」９自 治会 （ぷ 下「指定管ＪＩ者」と いう 。）

とは、南あわ じ市＝き人福祉セ ンタ ーゆづる は荘 （な 下「ｔ人福祉セン ター」と いう 。）

の管を菠営に関する業務（ぷ下 「管ミ業務」 とい う。 ）について、 南あわじ市ぬの施
ほに係る 指定管ミ者の指定手続等に 関す る条例（平成 １７ 年南あわ じ市条例第２０６

倚） 第７ 条の規定に基づき 、次の事項に より 協定を締結す る。

（趣 巵）

第１ 条　 この協定は、 南あわじ市老人福祉セ ンター条例（平成 １７ 年南あわ じ市条例
第１００ 昜。 孤下 「条例」 とい う。 ）第 １２ 条の規定によ り指定管ミ考に指定さ れた

指定管ミ者が行う ｔ人福祉セン ターの管ミ業務に関し必要な事項を定め るも のと

する。

（管ミ業務）

第２ 粂　 市は、老人の健康増進、教養の ［白］上、休養攷びレ タリ ェーショ ンのための

便まを総合的に供与するために行う 管ミ業務を効果的かつ効率的に実施する ため、

条例第１２条の規定にまづ き、 次に掲げる管ミ業務を指定管ミ考に行わせる ものと

する。

（１）き大福祉センターの使用の許可‾乱び使Ｊ≡日 の制ほに関するこ と。

（２）き大福祉セ ンタ ーの維持管ミ にＭする こと。

（３）ｔ大福祉セ ンタ ーのを篦考が そのを設等又 はそ の備 砿を損傷 し、 ‾ヌ、は滅失し

たと きにおけ る損害賠償の手続に関する こと。

賎） 前３ 倚に掲げ るも のの ほか、市長が ＳＩ」に 定め る業務

（指定管ミ考の責務）

第３ 条　 指定管ミ者は、地方自 治法 その他の 関係法令 ‾乱び条例そ の他 の関係規程等

並びにこ の協定の定めると ころに従い信義に沿って誠実にこれを履行し、老大福

祉セ ンタ ーが適了Ｅかつ円常にミ営 されるよ うに管ミ しな ければな らない。

２　 指定管ミ考は老人福祉セン ター を常 に善良な る管ミ考のだ意を もっ て管回しな

けれ ばな らな い。

３　 指定管ミ者は、施設せ夕日 考の被災に対する 第一次責任を有し、施設叉はを設イ吏

鴇者に災害が あっ た場合は、迅速かつ適切な対応を行い、 速やかに 市に報告 し、

市の指示に従 うも のと する。

４　 指定管ミ考は、管ミ業務の継続が逖難と なっ た場合又 はそ の恐れが圭じた場合

には 、速やか に市 に報告し 、市 の指示に 従う もの とす る。

（指定の期間）

第４ 条　 市が 指定管ミ考に指定管ミ考と して 指定する 期愾 は、 令和 ７年 ４Ｊ１１ 日か

ら令和９ 年３ １　３　１　日ま でと する。

２　 管ミ業務に係 る事業年度は、毎年４ １１ 日か ら翌年３ １　３　１　日ま でと する。
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令和　　 年　　 ナ］　　日

南あわじ市　　 叺觜県南あわ じ市市善光寺 ２２ 番」七１

南あわじ市長　　守　 本　 憲　弘

指定管ミ者　　 兵庫県南あわ じ市賀集牛内 ６６ ２番地３

牛内 自治会長 言
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